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平成２７年第２回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    平成２７年６月５日（金）午前１０時開会 

 日程第 １．会議録署名議員の指名 

 日程第 ２．会期の決定 

 日程第 ３．議案第４１号 牛久市いじめ防止対策推進条例について 

 日程第 ４．議案第４２号 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

              る条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第４３号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ６．議案第４４号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ７．議案第４５号 牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一 

              部を改正する条例について 

 日程第 ８．議案第４６号 平成２７年度牛久市一般会計補正予算（第１号） 

 日程第 ９．議案第４７号 平成２７年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

 日程第１０．議案第４８号 平成２７年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１１．意見書案第３号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運 

               用に関する意見書の提出について 

 日程第１２．意見書案第４号 「安全保障関連法案」の慎重審議を求める意見書の提出につ 

               いて 

 日程第１３．休会の件 



 

午前１０時００分開会 

○議長（市川圭一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。定足数に達しておりますので、平成２７年第２回

牛久市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○議長（市川圭一君） 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、３番尾野政子君、

４番伊藤裕一君をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第４１号ないし議案第４８号の８件、意見

書案第３号及び意見書第４号の２件、陳情第２号及び陳情第３号の２件であります。 

 なお、陳情第２号及び陳情第３号の２件につきましては、内容を十分検討の上考慮されます

よう、お願いいたします。 

 次に、市長から地方自治法第１８０条第１項の規定により、報告第６号、専決処分の報告に

ついて、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、報告第７号、平成２６年度継続費

繰越計算について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、報告第８号、平成２６

年度繰越明許費繰越計算について、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、報告第

９号、平成２６年度事故繰越し繰越計算についての報告がありましたので、その写しをもって

報告済みといたします。 

 次に、去る第１回定例会において可決されました、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被

害についての原因究明と医療支援を求める意見書及び東日本入国管理センターにおける医療体

制の充実化を求める意見書の２件につきましては、内閣総理大臣を初め関係機関へそれぞれ提

出いたしましたので、報告いたします。 

 次に、会議規則第１６６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣いたしましたの

で、報告いたします。 

 次に、今期定例会に説明員として地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、お手元

に配付した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 



 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定 

 

○議長（市川圭一君） お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より１９日までの１５

日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から１９日までの１５日

間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第４１号ないし日程第１０、議案第４８号の８件を一括議題といたし

ます。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第４１号 牛久市いじめ防止対策推進条例について 

 議案第４２号 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

        を改正する条例について 

 議案第４３号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 議案第４４号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第４５号 牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する 

        条例について 

 議案第４６号 平成２７年度牛久市一般会計補正予算（第１号） 

 議案第４７号 平成２７年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第４８号 平成２７年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長池邉勝幸君。 

      〔市長池邉勝幸君登壇〕 

○市長（池邉勝幸君） 本日、平成２７年第２回牛久市議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位に御出席を賜り、ここに開会でき得ますことを心から感謝申し上げる次第であります。 

 本定例会に提出いたしました議案は、条例の制定及び改正、補正予算など、全部で８件であ

ります。 

 それでは、議案の順に従いまして御説明申し上げます。 

 議案第４１号は、牛久市いじめ防止対策推進条例についてであります。 

 本件は、いじめ防止対策推進法の制定に伴い、牛久市におけるいじめ防止等に関する、市、

学校及び保護者の責務、基本的な方針、並びに重大事態に係る調査委員会等の設置に関し、定



 

めるものであります。 

 議案第４２号は、牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 本件は、牛久市いじめ防止対策推進条例の制定に伴い設置される組織の委員の報酬を定める

ものであります。 

 議案第４３号は、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、地方税法施行令の改正に伴い、課税限度額の引き上げと軽減措置の２点の改正を行

うものであります。 

 まず、所得の高い方に対しましては、課税限度額を医療給付分１万円、後期高齢者支援分１

万円、介護納付金分２万円の合計４万円を引き上げ、課税限度額を８１万円から８５万円とす

るものであります。 

 また、所得の低い方に対しましては、国民健康保険税の５割軽減に適用される１人当たりの

所得判定基準を２４万５，０００円から２６万円、２割軽減については４５万円から４７万円

に引き上げ、軽減措置の拡充を図るものであります。 

 この課税限度額の引き上げにより、約６００万円の増収が見込まれる一方、軽減措置により

約４５０万円の減収となりますが、減収分の費用負担については、国が２分の１、県が４分の

１、牛久市が４分の１となり、市負担額は約１１２万円を予定しており、差し引き４８８万円

の増収となる見込みになっております。 

 議案第４４号は、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、介護保険法施行令の改正により、６５歳以上の第１号被保険者の住民税非課税世帯

のうち、特に所得の低い第１所得段階区分対象者の介護保険料基準額に対する割合を、現行の

０．５０、年額２万８，８００円から０．０５引き下げ、０．４５、年額２万５，９００円に

見直し、低所得者の介護保険料軽減が実施されることから、これに合わせ介護保険料の額を改

定するものであります。 

 この軽減措置により、減額になる介護保険料８００万円の費用負担につきましては、国が２

分の１、県が４分の１、市が４分の１となり、市負担額は２００万円を予定しております。 

 議案第４５号は、牛久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例についてであります。 

 本件は、牛久市消防団員の定数について、６１０人としているところ、消防団の人員構成を

見直し、現状に見合った適正な数に改正するものであります。 

 議案第４６号は、平成２７年度牛久市一般会計補正予算でありまして、既定の予算額に８，

１９３万円を追加し、予算の総額を２４６億３，１９３万円とするもので、歳入歳出予算につ



 

いて補正するものであります。 

 今回の一般会計補正予算には、先般の道路維持課における不適正な事務処理に関する事件の

精算を計上しており、公共下水道事業特別会計において実施いたしました６号国道災害復旧工

事の追加工事分の支払いについて、昨年度、一般会計の道路維持補修費から支出した６２０万

１，０００円を一般会計の歳入予算に諸収入として繰り戻し、未払いとなっている７４８万３，

０００円とあわせて、公共下水道事業特別会計から支払うため、特別会計繰出金に１，３６８

万４，０００円を計上しております。 

 その他の補正予算のうち、歳入の主なものといたしまして、国庫支出金及び県負担金は、介

護保険事業特別会計において、低所得者の保険料の軽減に対する国及び県からの低所得者保険

料軽減負担金の計上であり、県補助金は、茨城県がさきの国の経済対策の一環として実施する、

ひとり親家庭等学習応援事業費補助金の計上であります。 

 寄附金は、本年４月１日から、ふるさと寄附をいただいた方に対して、市内特産品の返礼を

行っておりますが、既に当初予算での寄附見込み額５００万円を上回る御寄附をいただいてい

ることによる増額計上であり、繰入金は、財政調整基金繰入金及びふるさと基金繰入金の増額

計上であります。 

 歳出の主なものといたしまして、総務費の総務管理費は、ふるさと寄附者に対する特産品返

礼等経費の増額計上、コミュニティＦＭ開局のための備品整備費の計上、及び６５歳以上の高

齢者で運転免許を返納した方に対し、かっぱ号回数券、または奥野地区過疎地有償運送利用券、

それぞれ２万円分を交付するための経費の計上であります。 

 民生費は、介護保険事業特別会計において、低所得者の一部保険料の軽減を行うことから、

低所得者保険料軽減繰出金の計上、及び茨城県が実施するひとり親世帯等に対する図書カード

交付経費の計上であり、教育費は、奥野運動広場駐車場の拡張に係る工事費不足分の増額計上

であります。 

 議案第４７号は、平成２７年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算でありまして、既定

の予算額に１，３６８万４，０００円を追加し、予算の総額を２３億９，３６８万４，０００

円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 内容につきましては、既に御説明いたしましたとおり、６号国道災害復旧工事の追加工事等

費用として、請負業者に対し未払いとなっている金額１，３６８万４，０００円を補償金とし

て支払うための計上であります。 

 議案第４８号は、平成２７年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算でありまして、事業の

組み替えを行い、歳入歳出予算について補正するもので、予算総額の変更はございません。 

 歳入といたしまして、介護保険料は、低所得者の保険料軽減による第１号被保険者特別徴収



 

保険料の減額計上であり、保険料の減額分８００万円につきましては、低所得者保険料軽減繰

入金として、同額を一般会計から繰り入れするものであります。 

 その他の国庫支出金、支払基金交付金、県支出金につきましては、歳出予算の保険給付費の

一部を地域支援事業費に組み替えることによる歳入予算科目の変更であり、総額での増減はご

ざいません。 

 以上が、条例の制定及び改正、補正予算の概要でありますが、詳細につきましては、お手元

の議案書等により御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（市川圭一君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第３号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意 

         見書の提出について 

 

○議長（市川圭一君） 次に、日程第１１、意見書案第３号についてを議題といたします。 

 提案者に提案理由の説明を求めます。９番黒木のぶ子君。 

      〔９番黒木のぶ子君登壇〕 

○９番（黒木のぶ子君） 意見書案第３号。 

年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書（案） 

 公的年金は高齢者世帯収入の７割を占め、６割の高齢者世帯が年金収入だけで生活していま

す。また、特に高齢化率の高い都道府県では県民所得の１７％前後、家計の最終消費支出の２

０％前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となっています。 

 そのような中で、政府は、成長戦略である「日本再興戦略（２０１３年６月１４日閣議決

定）」などにおいて、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）に対し、リスク性資産割

合を高める方向での年金積立金の運用の見直しを求め、２０１４年１０月３１日、基本ポート

フォリオが大きく変更されました。 

 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な

観点から安全かつ確実な運用を行うべきものであり、日本経済への貢献が目的ではありません。

まして、ＧＰＩＦに保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、

被保険者の意思確認がないまま、政府が一方的に方向性を示し、見直しが進められていること

は問題であると言わざるを得ません。リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合、

結局は厚生労働大臣はＧＰＩＦが責任をとるわけではなく、被保険者・受給者が被害を受ける

ことになります。 

 こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、下記の事項を強く要望します。 



 

記 

 １．年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために長期的

な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。 

 ２．これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク性資産割

合を高める方向での急激な変更は、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性があり、また

国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、責任の所在を明確にすること。 

 ３．ＧＰＩＦにおいて、保険料拠出者である労使を初めとするステークホルダーが参画し、

確実に意思反映できるガバナンス体制を構築すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

○議長（市川圭一君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第１２、意見書案第４号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第４号 「安全保障関連法案」の慎重審議を求める意見書の提出について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。１８番利根川英雄君。 

      〔１８番利根川英雄君登壇〕 

○１８番（利根川英雄君） 意見書案第４号。朗読をもって提案理由の説明をしたいと思いま

す。 

「安全保障関連法案」の慎重審議を求める意見書（案） 

 ５月１５日、安倍政権が国会に提出した「安全保障関連法案」では、歴代の自民党政権も

「認められない」としてきた自衛隊の武力行使や、「戦闘地域」での軍事支援について、政府

の判断でアメリカの先制攻撃にも参加できる法案です。 

 日本政府の憲法解釈では、一貫して、「日本に対する武力攻撃がない場合、武力の行使は許

されない」、「海外での武力行使は許されない」というものでありました。 

 ところが、昨年７月１日の閣議決定に基づく「安全保障関連法案」は、自衛隊法、武力攻撃

事態法、周辺事態法、国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法など改正１０法案を一括した「平和

安全法整備法案」と、国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能にする新法「国際平和

支援法案」の２本にし、日本に対する武力攻撃がなくても、政府が「存立危機事態」と判断す

れば、集団的自衛権の行使を認めるものとなっています。 

 日本国憲法は、政府の行為によって日本が再び「戦争する国」にならないことを決意し、制

定されました。戦後日本の原点となった平和憲法が、従来の政府見解を転換することで、「日

本を殺し殺される国」へと変えてしまうのが「安全保障関連法案」です。 



 

 日本の進路を左右する大問題であり、今国会での成立を強行するのではなく、慎重審議を求

めるものであります。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 牛久市議会議員各位の御賛同を心からお願いを申し上げます。 

○議長（市川圭一君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第１３、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（市川圭一君） お諮りいたします。 

 あす６日ないし８日は、休日及び議案調査のため休会といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、あす６日ないし８日は休会とするこ

とに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時３３分散会 


